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(57)【要約】
【課題】本発明は、情報処理装置と画像形成装置とが連
携して動作する機能の実行において、ユーザの意図しな
い実行を防ぐ画像形成システムを提供する。
【解決手段】画像形成装置は、複数のプロファイルそれ
ぞれを示す情報を取得して格納し、格納された情報に基
づいて１つのプロファイルを選択し、選択されたプロフ
ァイルに対応する画像の読み取りのための設定と、選択
されたプロファイルを識別する識別情報とを情報処理装
置に送信する。情報処理装置は、画像形成装置の送信さ
れた識別情報により識別されるプロファイルに含まれる
画像の読み取りのための設定を、送信された画像の読み
取りのための設定に変更して、変更されたプロファイル
に基づいた画像の読み取りの指示を画像形成装置に送信
する。画像形成装置は、情報処理装置から画像の読み取
りの指示を受信して、画像を読み取って画像データを生
成する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を読み取って画像データを生成する画像形成装置と、前記画像の読み取りのための
設定を含む複数のプロファイルを格納するデータベースを有し当該プロファイルの設定を
変更可能な情報処理装置とを含む画像形成システムであって、
　前記画像形成装置は、
　前記複数のプロファイルそれぞれを示す情報を取得して格納する格納手段と、
　前記格納手段により格納された前記情報に基づいて１つのプロファイルを選択する選択
手段と、
　前記選択手段により選択されたプロファイルに対応する前記画像の読み取りのための設
定と、該選択されたプロファイルを識別する識別情報とを前記情報処理装置に送信する第
１の送信手段と、
　前記情報処理装置から前記画像の読み取りの指示を受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信した前記画像の読み取りの指示に従って、前記画像を読み取っ
て画像データを生成する読取手段とを備え、
　前記情報処理装置は、
　前記画像形成装置の前記第１の送信手段により送信された前記識別情報により識別され
るプロファイルに含まれる前記画像の読み取りのための設定を、前記第１の送信手段によ
り送信された前記画像の読み取りのための設定に変更して、該変更されたプロファイルに
基づいた前記画像の読み取りの指示を前記画像形成装置に送信する第２の送信手段を備え
る
　ことを特徴とする画像形成システム。
【請求項２】
　前記画像の読み取りのための設定とは、カラーモードで前記画像を読み取るか、若しく
は、白黒モードで前記画像を読み取るかであることを特徴とする請求項１に記載の画像形
成システム。
【請求項３】
　前記画像形成装置は、前記選択手段により選択された前記１つのプロファイルに対応す
る前記画像の読み取りのための設定に応じて、前記画像形成装置において画像の読み取り
の操作が実行可能であることを示す点灯手段を備えたキーを点灯するように制御するキー
制御手段をさらに備え、
　前記画像形成装置の前記第１の送信手段は、前記点灯手段を備えたキーの押下を受け付
けることにより、前記選択手段により選択されたプロファイルに対応する前記画像の読み
取りのための設定と、該選択されたプロファイルを識別する識別情報とを前記情報処理装
置に送信することを特徴とする請求項２に記載の画像形成システム。
【請求項４】
　画像を読み取って画像データを生成する画像形成装置と、前記画像の読み取りのための
設定を含む複数のプロファイルを格納するデータベースを有し当該プロファイルの設定を
変更可能な情報処理装置とを含む画像形成システムにおいて実行される画像形成方法であ
って、
　前記画像形成装置が、前記複数のプロファイルそれぞれを示す情報を取得して格納する
格納工程と、
　前記画像形成装置が、前記格納工程において格納された前記情報に基づいて１つのプロ
ファイルを選択する選択工程と、
　前記画像形成装置が、前記選択工程において選択されたプロファイルに対応する前記画
像の読み取りのための設定と、該選択されたプロファイルを識別する識別情報とを前記情
報処理装置に送信する第１の送信工程と、
　前記情報処理装置が、前記画像形成装置の前記第１の送信工程において送信された前記
識別情報により識別されるプロファイルに含まれる前記画像の読み取りのための設定を、
前記第１の送信工程において送信された前記画像の読み取りのための設定に変更して、該
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変更されたプロファイルに基づいた前記画像の読み取りの指示を前記画像形成装置に送信
する第２の送信工程と、
　前記画像形成装置が、前記情報処理装置から前記画像の読み取りの指示を受信する受信
工程と、
　前記画像形成装置が、前記受信工程において受信した前記画像の読み取りの指示に従っ
て、前記画像を読み取って画像データを生成する読取工程と
　を備えることを特徴とする画像形成方法。
【請求項５】
　画像の読み取りのための設定を含む複数のプロファイルを格納するデータベースを有し
当該プロファイルの設定を変更可能な情報処理装置と接続され、画像を読み取って画像デ
ータを生成する画像形成装置であって、
　前記複数のプロファイルそれぞれを示す情報を取得して格納する格納手段と、
　前記格納手段により格納された前記情報に基づいて１つのプロファイルを選択する選択
手段と、
　前記選択手段により選択された前記１つのプロファイルに対応する画像の読み取りのた
めの設定に応じて、画像の読み取りの操作が実行可能であることを示す点灯手段を備えた
キーを点灯するように制御するキー制御手段と、
　前記点灯手段を備えたキーの押下を受け付けることにより、前記選択手段により選択さ
れたプロファイルに対応する前記画像の読み取りのための設定と、該選択されたプロファ
イルを識別する識別情報とを前記情報処理装置に送信する送信手段と
　前記情報処理装置から前記画像の読み取りの指示を受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信した前記画像の読み取りの指示に従って、前記画像を読み取っ
て画像データを生成する読取手段と
　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項６】
　画像の読み取りのための設定を含む複数のプロファイルを格納するデータベースを有し
当該プロファイルの設定を変更可能な情報処理装置と接続され、画像を読み取って画像デ
ータを生成する画像形成装置において実行される画像形成方法であって、
　前記画像形成装置の格納手段が、前記複数のプロファイルそれぞれを示す情報を取得し
て格納する格納工程と、
　前記画像形成装置の選択手段が、前記格納工程において格納された前記情報に基づいて
１つのプロファイルを選択する選択工程と、
　前記画像形成装置のキー制御手段が、前記選択工程において選択された前記１つのプロ
ファイルに対応する画像の読み取りのための設定に応じて、画像の読み取りの操作が実行
可能であることを示す点灯手段を備えたキーを点灯するように制御するキー制御工程と、
　前記画像形成装置の送信手段が、前記点灯手段を備えたキーの押下を受け付けることに
より、前記選択工程において選択されたプロファイルに対応する前記画像の読み取りのた
めの設定と、該選択されたプロファイルを識別する識別情報とを前記情報処理装置に送信
する送信工程と
　前記画像形成装置の受信手段が、前記情報処理装置から前記画像の読み取りの指示を受
信する受信工程と、
　前記画像形成装置の読取手段が、前記受信工程において受信した前記画像の読み取りの
指示に従って、前記画像を読み取って画像データを生成する読取工程と
　を備えることを特徴とする画像形成方法。
【請求項７】
　メモリに格納された複数のプロファイルそれぞれを示す情報に基づいて１つのプロファ
イルを選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択された前記１つのプロファイルに対応する画像の読み取りのた
めの設定に応じて、画像の読み取りの操作が実行可能であることを示す点灯手段を備えた
キーを点灯するように制御するキー制御手段と、
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　前記点灯手段を備えたキーの押下を受け付けることにより、前記選択手段により選択さ
れたプロファイルに対応する前記画像の読み取りのための設定と、該選択されたプロファ
イルを識別する識別情報とを、接続された情報処理装置に送信する送信手段と
　としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像を読み取って画像データを取得する画像形成システム、画像形成装置、
画像形成方法、及び、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、画像形成装置とＰＣ等の外部装置とが連携して処理を行う機能が広く用いら
れている。そのような機能により、画像形成装置単体では提供できないような機能を実現
することができる。
【０００３】
　特許文献１には、擬似プッシュ・スキャン機能を用いる画像形成装置が記載されている
。そのような機能により、画像形成装置の構成を簡略化でき、装置を安価に提供すること
ができる。特許文献１には、まず、ユーザが画像形成装置のパネル上に表示されるホスト
ＰＣ名やＰＣ側のスキャン・パラメータ・セット（以下、プロファイルという）が表され
た選択肢から所望のホストＰＣ名、プロファイルを選択する。その後、ホストＰＣにスキ
ャンされた画像データを送信し、ホストＰＣは、受信した画像データを、プル・スキャン
・ドライバに指定された画像処理方法に基づいて画像処理して所定の格納先に格納する。
【０００４】
　このような擬似プッシュ・スキャン機能だけでなく、拡張的なコピー機能を実現する拡
張コピー機能も、擬似プッシュ・スキャン機能と同様に、画像形成装置とホストＰＣ等の
外部装置とが連携することにより実現される。
【０００５】
　擬似プッシュ・スキャン機能では、画像形成装置のパネル上に表示されるプロファイル
の選択は、ＯＫキーの押下で行なわれる。そして、専用のプロトコルを用いて、選択され
たプロファイルに対応するプロファイル番号を外部装置に送信する。外部装置においては
、受信したプロファイル番号に対応するプロファイルの設定に基づいて、スキャン実行の
指示を画像形成装置に送信する。そのような方法により、ユーザが画像形成装置上のパネ
ルに表示されたモード設定（カラー／モノクロ（白黒））を見てプロファイルの選択し、
ユーザの意図するモード設定でのスキャン実行が可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平８－１８６６７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、パネルにモード設定をユーザに表示しているものの、ＯＫキーの押下し
た後に外部装置に送信する情報は、プロファイル番号のみである。従って、モード設定は
、外部装置側の判断で決定されてしまう。そのため、ユーザは、画像形成装置上のパネル
に表示されるモード設定のみに基づいて選択するしかない。外部装置には、外部装置には
、プロファイルの設定が可能な専用のドライバ）がインストールされている。従って、外
部装置においてモード設定が意図せずに変更されてしまうと、ユーザの所望する出力結果
が得られなくなってしまう。拡張コピー機能も、擬似プッシュ・スキャン機能と同様のド
ライバを使用する場合、同様の操作手順でジョブの実行が開始されるので、同様の課題が
発生する。
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【０００８】
　例えば、外部装置のドライバに設定した複数のパラメータを、一組のパラメータ・セッ
トとして画像形成装置上のキーに割り当て、そのキーの押下により画像読み取りやファク
シミリ送信を行う構成がある。パラメータセットとは、原稿サイズ、解像度、カラー／白
黒／グレースケール、スキャン領域、輝度、コントラスト及び送信宛先等である。キーの
押下により所望の設定でのスキャンが実行される。しかしながら、画像形成装置上のキー
にパラメータ・セットを登録可能であっても、画像形成装置側でパラメータ・セットの設
定の変更はできないので、上述の課題を解決することができない。
【０００９】
　本発明の目的は、このような従来の問題点を解決することにある。上記の点に鑑み、本
発明は、外部装置と画像形成装置とが連携して動作する機能の実行において、ユーザの意
図しない実行を防ぐ画像形成システム、画像形成装置、画像形成方法、及び、プログラム
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明に係る画像形成システムは、画像を読み取って画像デ
ータを生成する画像形成装置と、前記画像の読み取りのための設定を含む複数のプロファ
イルを格納するデータベースを有し当該プロファイルの設定を変更可能な情報処理装置と
を含む画像形成システムであって、
　前記画像形成装置は、
　前記複数のプロファイルそれぞれを示す情報を取得して格納する格納手段と、
　前記格納手段により格納された前記情報に基づいて１つのプロファイルを選択する選択
手段と、
　前記選択手段により選択されたプロファイルに対応する前記画像の読み取りのための設
定と、該選択されたプロファイルを識別する識別情報とを前記情報処理装置に送信する第
１の送信手段と、
　前記情報処理装置から前記画像の読み取りの指示を受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信した前記画像の読み取りの指示に従って、前記画像を読み取っ
て画像データを生成する読取手段とを備え、
　前記情報処理装置は、
　前記画像形成装置の前記第１の送信手段により送信された前記識別情報により識別され
るプロファイルに含まれる前記画像の読み取りのための設定を、前記第１の送信手段によ
り送信された前記画像の読み取りのための設定に変更して、該変更されたプロファイルに
基づいた前記画像の読み取りの指示を前記画像形成装置に送信する第２の送信手段を備え
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によると、外部装置と画像形成装置とが連携して動作する機能の実行において、
ユーザの意図しない実行を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】画像形成装置を含む画像形成システムの構成を示す図である。
【図２】操作部の一例を示す図である。
【図３】外部装置２００における設定画面の一例を示す図である。
【図４】操作部の表示部に表示される画面の一例を示す図である。
【図５】エラー画面の一例を示す図である。
【図６】画像形成装置でプロファイル選択画面が表示されるまでを示す図である。
【図７】プロファイルが選択されて画像データを送信するまでの処理を示す図である。
【図８】画像形成装置が外部装置から画像データを受信して印刷するまでの処理を示す図
である。
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【図９】外部装置がプロファイル番号を受信した場合の処理を示す図である。
【図１０】外部装置が画像データを受信した場合の処理を示す図である。
【図１１】外部装置がプロファイル番号を受信した場合の他の処理を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照して本発明の好適な実施例を詳しく説明する。尚、以下の実施例
は特許請求の範囲に係る本発明を限定するものでなく、また本実施例で説明されている特
徴の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須のものとは限らない。なお、同一の構成
要素には同一の参照番号を付して、説明を省略する。
【００１４】
　［実施例１］
　図１は、本発明に係る実施例１における画像形成装置を含む画像形成システムの構成を
示す図である。図１に示す各ブロック間の矢印は、データもしくは指示の流れを示してい
る。画像形成装置１００は、例えば複写機である。ＣＰＵ１０１は、以下に述べる画像形
成装置１００内の各ブロックを制御する。操作部１１０は、ユーザからの指示を受け付け
る。スキャン部１７０は、原稿を読み込み、スキャンされた画像データを取得する。画像
処理部１４０は、スキャンされた画像データに対して画像処理を行う。メモリ１５０は、
画像処理部１４０で画像処理された画像データとその属性データを格納する。外部ＩＦ１
６０は、外部装置２００と通信するためのインタフェースであり、例えば、メモリ１５０
に格納されている画像データ及びその属性データを外部装置２００に送信する。プリント
部１８０は、メモリ１５０に格納されている画像データの印刷処理を行う。もし必要であ
れば、その画像データは、画像処理部１４０で画像処理が行われてから印刷処理される。
データベース１９０は、ポーリングによって外部装置２００から取得したプロファイルを
格納する。図１において、スキャン部１７０とプリント部１８０は、画像形成装置１００
の内部にある構成として示されているが、それぞれ若しくは両方が外部にある構成とされ
ても良い。
【００１５】
　外部装置２００は、例えばＰＣなどの情報処理装置であり、ＣＰＵ２０１を含む。ＣＰ
Ｕ２０１は、以下に述べる外部装置２００内の各ブロックを制御する。外部ＩＦ２０２は
、他の装置と通信を行うためのインタフェースである。メモリ２０３は、外部ＩＦ２０２
を介して送受信する画像データを格納する。画像処理アプリケーション２１０は、プロフ
ァイルデータベース２２０に格納されたプロファイルの設定に応じた画像処理を画像デー
タに対して行う。画像処理が行われた画像データは、外部ＩＦ２０２を介して画像形成装
置１００に送信される。プロファイルデータベース２２０は、どのような画像処理を行う
かが設定されたプロファイルを複数、格納する。
【００１６】
　本実施例においては、図１に示すような画像形成装置１００と外部装置２００とが連携
して動作することにより、拡張コピー機能を実行する。拡張コピー機能を実行するために
、外部装置２００に専用ドライバがインストールされる。外部装置２００にインストール
された専用ドライバにより、例えば、スキャンの際の各種設定を変更可能である。ここで
、拡張コピー機能とは、まず、外部装置２００から画像形成装置１００にスキャン実行の
指示が送信され、画像形成装置１００においてスキャンが実行される。その後、画像形成
装置１００から外部装置２００にスキャンされた画像データが送信され、外部装置２００
に格納される。さらに、外部装置２００から画像形成装置１００に、画像処理された画像
データが送信され、印刷処理されるという機能である。
【００１７】
　図２は、画像形成装置１００の操作部１１０の一例を示す図である。キー１１１、１１
２、１１３、１１４は、それぞれ、コピー機能、拡張コピー機能、ファックス機能、スキ
ャン機能のジョブ実行を指示するためのファンクションキーである。ユーザがそれらのキ
ーを押下すると、各機能の基本設定画面に遷移する。また、ユーザによりファンクション
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キーが選択されると、表示が点灯する。例えば、図２においては、「拡張コピー」の表示
が点灯して、その機能のジョブ実行の指示がされていることを示している。ＯＫキー１１
５は、項目を選択して確定するときに用いられる。キー１１６、１１７、１１８、１１９
は、上下左右の矢印キーであり、項目の移動に用いられる。表示部１２０は、例えばＬＣ
Ｄであり、基本設定画面等の操作画面を表示する。キー１２１は、白黒モード（モノクロ
モードともいう）での実行を開始するためのキーであり、点灯することで押下可能な状態
であることを示す。同様に、キー１２２は、カラーモードでの実行を開始するためのキー
であり、点灯することで押下可能な状態であることを示す。後述するが、本実施例におい
て、ユーザはキー１２１又はキー１２２を押下することによって所望のプロファイルを選
択する。キー１２３は、開始されたジョブを停止する際に用いられる。
【００１８】
　図３は、本実施例における拡張コピー機能を実行するために、外部装置２００にインス
トールされる専用ドライバにおける設定画面の一例を示す図である。画面３００は、プル
・スキャン機能やプッシュ・スキャン機能の専用ドライバにおける設定画面であり、画面
３００上でスキャン・プロファイルの設定を行う。キー３０１、３０２、３０３、３０４
はそれぞれ、各スキャンのプロファイルを示しており、押下することにより各プロファイ
ルのカスタム設定を行うことができる。また、それぞれのキーを押下すると、フィールド
３０５～３１１には、以前にユーザが入力した設定値か、若しくは、デフォルトの設定値
が表示される。ユーザは、フィールド３０５～３１１に表示された設定値を所望の値に変
更することができる。
【００１９】
　フィールド３０５は、プロファイル名を示す。ユーザがプロファイル名を変更すると、
変更されたプロファイル名が、キー３０１～３０４の表示にも反映される。フィールド３
０６は、画像スキャン時の原稿の種類を示す。本実施例においては、選択肢として「モノ
クロ／カラー」「カラー」「モノクロ」「モノクロ（ＯＣＲ）」「グレースケール」「カ
ラー（雑誌、カタログ）」があり、プルダウンで一覧として表示される。フィールド３０
７は、ＪＰＥＧ、ＴＩＦＦ、ＰＤＦ、ＢＭＰなど保存する際のファイルの形式を指定する
。フィールド３０８は、スキャンを実行する原稿のサイズを指定する。フィールド３０９
は、スキャンを実行する画像の解像度を指定する。フィールド３１０は、画像を保存する
場所（パス）を指定する。フィールド３１１は、保存ファイルの名前を指定する。フィー
ルド３０５～３１１の設定値に基づいて、所望のスキャンされた画像データを取得するこ
とができる。
【００２０】
　図４は、画像形成装置１００の操作部１１０の表示部１２０に表示される画面の一例を
示す図である。図４（ａ）は、拡張コピー機能を示すキー１１２が押下された場合の画面
を示す図である。画面５００は、拡張コピー機能の基本設定画面であり、５行で表示が構
成され、最初の１行目に現在の状態が表示される。２行目には、複写倍率と選択されてい
る給紙段情報が表示される。１行目と２行目の右端に大きく数字でコピー部数が表示され
る。また、３～５行目には、コピー機能において指定可能な動作モード項目５０２が表示
される。全ての項目が表示されていない場合に、ユーザは、スクロールバー５０１により
画面をスクロールすることができる。
【００２１】
　図４（ｂ）は、図４（ａ）に示す画面を下にスクロールさせて、ＰＣ接続設定の項目を
表示させた図である。また、本実施例において、キー１１２が押下されるのではなく、コ
ピー機能のジョブ実行を指示するキー１１１が押下されて、その動作モード項目の中にＰ
Ｃ接続設定「（ＰＣ：ＯＦＦ）として図示」の項目５１１を設けるようにしても良い。図
４（ｂ）に示す画面で、ＯＫキー１１５を押下することにより、図４（ｃ）に示す拡張コ
ピー機能の詳細設定画面に遷移する。
【００２２】
　図４（ｃ）は、拡張コピー機能の詳細設定画面の一例を示す図である。画面５２０には
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、拡張コピー機能の実行において用いられるＰＣ等の外部装置２００を選択するための画
面が表示される。本実施例においては、外部装置２００は、外部装置２００の名称と保有
しているプロファイルとを画像形成装置１００からのポーリング等に応じて送信している
。画像形成装置１００は、それらをデータベース１９０に格納しており、図４（ｃ）の画
面５２０を表示する際には、データベース１９０から外部装置２００の名称を取得する。
【００２３】
　図４（ｄ）は、図４（ｃ）において選択された外部装置２００に対応する全プロファイ
ルの一覧を示す画面である。画面５３０の項目５３１に示すように、その一覧の内容とし
て、各プロファイル名とプロファイルに設定されているモード設定（モノクロ／カラー）
とが表示される。
【００２４】
　図４（ｅ）は、図４（ｂ）～図４（ｄ）が設定された場合に表示される、拡張コピー機
能の基本設定画面を示す図である。図４（ｅ）に示すように、接続された外部装置アイコ
ン５４１が表示される。
【００２５】
　図４（ｆ）は、外部装置２００が接続されている状態で外部装置２００を選択するため
の画面を表示した図である。その場合には、図４（ｃ）の画面に表示される項目に加えて
、「ＰＣ：ＯＦＦ」の項目５７１が表示される。また、現在選択されている外部装置２０
０には、項目５７２のように強調表示される。画面５７０において、「ＰＣ：ＯＦＦ」の
項目を選択してＯＫキー１１５を押下することにより、図４（ａ）に示す基本設定画面に
遷移する。
【００２６】
　図５は、図４（ｂ）～図（ｄ）が設定された場合に表示されるエラー画面の一例を示す
図である。図５（ａ）は、外部装置２００が選択された後、外部装置２００にアクセス不
可能であると判断された場合に表示されるエラー画面である。この画面において、ＯＫキ
ー１１５を押下すると、通常のコピー機能を示すキー１１１が押下された画面（不図示）
が表示される。
【００２７】
　図６は、ユーザが画像形成装置１００において拡張コピー機能を選択し、プロファイル
選択画面が表示されるまでの操作の手順を示すフローチャートである。本フローチャート
に示す処理は、例えば、画像形成装置１００のＣＰＵ１０１により実行される。まず、画
像形成装置１００の電源投入後、Ｓ１００１において、キー１１２を押下することにより
表示される拡張機能コピー機能の基本設定画面（図４（ｂ））から、ＰＣ接続設定項目５
１１をＯＫキー１１５を押下して選択する。Ｓ１００２において、図４（ｃ）に示す外部
装置２００を選択するための画面５２０が表示される。図４（ｃ）に示す画面５２０には
、画像形成装置１００と接続されている外部装置２００の一覧が表示されているので、ユ
ーザは、所望の外部装置２００をＯＫキー１１５を押下して選択する（Ｓ１００３）。
【００２８】
　Ｓ１００４において、画像形成装置１００は、ユーザにより選択された外部装置２００
に対応する全プロファイルを一覧表示するための情報をデータベース１９０から取得する
。ここで、外部装置２００に対応するプロファイルは、予め、外部装置２００と定期的に
ポーリングすることで取得されてデータベース１９０に登録されている。例えば、外部装
置２００に対応するプロファイルは、画像形成装置１００が電源投入されてからＳ１００
３までの間に、外部装置２００に定期的にポーリングすることで取得され、データベース
１９０に登録される。
【００２９】
　Ｓ１００５において、画像形成装置１００は外部装置２００と通信を試み、外部装置２
００との通信が可能か否かを判定する（Ｓ１００６）。Ｓ１００５における通信はどのよ
うな方法が用いられても良く、例えば、「ｐｉｎｇ」コマンド等により行われても良い。
Ｓ１００６において、通信可能であると判定された場合には、図４（ｄ）に示すように、
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表示部１２０に、選択された外部装置２００に対応する全プロファイルについて一覧表示
する（Ｓ１００７）。一方、通信可能でないと判定された場合には、図４（ａ）に示すよ
うなエラー画面を表示し、再度、図４（ｃ）に示す外部装置２００を選択するための画面
５２０を表示し、Ｓ１００２に戻る。（Ｓ１００８）。
【００３０】
　Ｓ１００７において、最も上位に表示されるプロファイル名は、カーソルが当てられて
強調表示される。また、一覧表示には、プロファイル名とモード設定の両方が表示されて
も良いし、プロファイル名のみ表示されても良い。Ｓ１００９において、カーソルが当て
られて強調表示されているプロファイル名のモード設定をデータベース１９０から取得し
て、対応するキー１２１若しくはキー１２２のＬＥＤを点灯させて（キー制御の一例）、
本処理を終了する。
【００３１】
　図７は、画像形成装置１００において所望のプロファイルが選択されてから、画像デー
タを外部装置２００に送信するまでの処理の手順を示すフローチャートである。本フロー
チャートに示す処理は、例えば、画像形成装置１００のＣＰＵ１０１により実行される。
Ｓ１１０１において、上述のＳ１００９でＬＥＤが点灯されたキー（キー１２１又は１２
２）を押下することにより、プロファイルの選択画面５３０で所望のプロファイルを選択
する。プロファイルが選択されると、拡張コピー機能のジョブが実行される。次に、Ｓ１
１０２において、選択されたプロファイルのモード設定がカラーとモノクロとのいずれか
、若しくは、両方でスキャン可能であるか否かが判定される。ここで、選択されたプロフ
ァイルのモード設定がカラーとモノクロとのいずれか、若しくは、両方でスキャン可能で
あると判定された場合には、Ｓ１１０３に進む。Ｓ１１０３において、選択されたプロフ
ァイルに対応するプロファイル番号（プロファイルを識別するための識別情報）とモード
設定とを外部装置２００に送信する（第１の送信の一例）。一方、選択されたプロファイ
ルのモード設定がカラーとモノクロとのいずれか、若しくは、両方でスキャン可能でない
と判定された場合には、Ｓ１１０５に進み、選択されたプロファイルに対応するプロファ
イル番号のみを送信する。
【００３２】
　Ｓ１１０４において、通知したプロファイル番号に対応したスキャン実行の指示を待機
する。Ｓ１１０６において、外部装置２００からのスキャン実行の指示の受信有無を判定
する。ここで、スキャン実行の指示を受信していないと判定された場合には、サーバ等で
不具合が発生していると判断し、その旨のエラー画面（不図示）を表示する（Ｓ１１０７
）。一方、スキャン実行の指示を受信したと判定された場合には、Ｓ１１０８に進む。
【００３３】
　Ｓ１１０９において、スキャン部１７０から原稿を読取って画像データを生成する。次
にＳ１１０９において、スキャンされた画像データを、画像処理部１４０により画像処理
してメモリ１５０に格納する。Ｓ１１１１において、選択された外部装置２００に外部Ｉ
Ｆ１６０を介して、メモリ１５０に格納されている画像処理された画像データを送信する
。Ｓ１１１２において、次の原稿の有無を判定し、次の原稿があると判定された場合には
、Ｓ１１０９に戻り、ないと判定された場合には、本処理を終了する。
【００３４】
　図８は、画像形成装置１００が外部装置２００から画像データを受信して印刷するまで
の処理の手順を示すフローチャートである。本フローチャートに示す処理は、例えば、画
像形成装置１００のＣＰＵ１０１により実行される。ここで、受信する画像データは、必
要であるならば、外部装置２００において画像処理されている。まず、Ｓ１２０１におい
て、外部装置２００から外部ＩＦ１６０を介して送信される画像処理された画像データの
受信を待機する。次に、Ｓ１２０２において、画像データの受信の有無を判定する。ここ
で、画像データが受信されたと判定された場合には、Ｓ１２０３に進み、受信されていな
いと判定された場合には、Ｓ１２０１に戻る。Ｓ１２０３において、受信した画像データ
は、メモリ１５０に格納される。次に、Ｓ１２０４において、プリント部１８０により、
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メモリ１５０に格納された画像データが印刷処理される。Ｓ１２０５において、対象とな
る拡張コピー機能のジョブが全て終了したか否かを判定し、未終了のジョブがあると判定
された場合に、即ち、未受信の画像データがあると判定された場合には、Ｓ１２０１に戻
る。ないと判定された場合には、本処理を終了する。
【００３５】
　図９は、外部装置２００が画像形成装置１００から選択されたプロファイルに対応する
プロファイル番号を受信した場合の処理の手順を示すフローチャートである。まず、Ｓ１
３０１において、画像形成装置１００からのプロファイル番号受信（図７のＳ１１０３、
Ｓ１１０５に相当）を待機する。次に、Ｓ１３０２において、画像形成装置１００からの
プロファイル番号の受信有無を判定する。受信がないと判定された場合には、Ｓ１３０１
に戻る。受信されたと判定された場合には、Ｓ１３０３に進む。
【００３６】
　Ｓ１３０３において、画像形成装置１００からモード設定とプロファイル番号とを受信
したか、プロファイル番号のみを受信したかが判定される。ここで、モード設定とプロフ
ァイル番号とを受信したと判定された場合、Ｓ１３０４において、受信したプロファイル
番号に対応するプロファイルをプロファイルデータベース２２０から検索する。そして、
Ｓ１３０５において、受信したモード設定に従って、スキャン実行の指示を外部Ｉ／Ｆ１
６０を介して画像形成装置１００に送信する。
【００３７】
　一方、Ｓ１３０３において、プロファイル番号のみを受信したと判定された場合には、
Ｓ１３０６に進む。Ｓ１３０６において、受信したプロファイル番号に対応するプロファ
イルをプロファイルデータベース２２０から検索する。そして、Ｓ１３０７において、検
索されたプロファイルに設定されているモード設定に従って、スキャン実行の指示を外部
Ｉ／Ｆ１６０を介して画像形成装置１００に送信する（第２の送信の一例）。
【００３８】
　図１０は、外部装置２００が画像形成装置１００から画像データを受信した場合の処理
の手順を示すフローチャートである。本フローチャートに示す処理は、例えば、外部装置
２００のＣＰＵ２０１により実行される。まず、Ｓ１４０１において、画像形成装置１０
０からのスキャンされた画像データの受信（図７のＳ１１１１に相当）を待機する。次に
、Ｓ１４０２において、画像形成装置１００からスキャンされた画像データの受信の有無
を判定する。ここで、受信がないと判定された場合には、Ｓ１４０１に戻る。一方、受信
されたと判定された場合には、Ｓ１４０３において、メモリ２０３に受信した画像データ
を格納する。そして、プロファイルデータベース２２０に格納されたプロファイルのうち
、プロファイル番号に対応するプロファイルを検索してその設定を解析する。Ｓ１４０４
において、検索されたプロファイルに設定された画像処理を、受信した画像データに対し
て行う。Ｓ１４０５において、画像処理された画像データを外部Ｉ／Ｆ１６０を介して画
像形成装置１００に送信する。
【００３９】
　以上のように、本実施例では、外部装置と画像形成装置が連携して拡張コピー機能を実
行する場合に、ユーザが画像形成装置上でプロファイルを選択する際にそのプロファイル
に設定されたモード設定（カラー／モノクロ）に応じて、キーのＬＥＤを点灯する。ユー
ザは、その点灯されたＬＥＤのキーを押下することで、外部装置に所望のモード設定を送
信する。また、外部装置では、必ず、外部装置から送信されたモード設定に従って、スキ
ャン実行の指示を画像形成装置に送信する。その結果、外部装置のドライバにより設定が
変更された場合においても、スキャン実行の指示は必ずユーザの所望の設定とすることが
できる。また、キーのＬＥＤを点灯して対応するモード設定が実行可能であることを表示
することにより、視覚的にユーザの利便性を高めて操作ミスを防ぐことができる。また、
パネル上での操作ではない、従来と同様のキー操作を実現することができる。
【００４０】
　［実施例２］
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　本実施例においては、図７に示すフローチャートにおけるＳ１１０２の判定処理がない
。つまり、図４（ｄ）に示す一覧で、いずれのプロファイルが選択された場合においても
、常に、選択されたプロファイルに対応するプロファイル番号と押下されたキー（キー１
２１又は１２２）のモード設定とを外部装置２００に送信する。
【００４１】
　図１１は、本実施例における、外部装置２００が画像形成装置１００から選択されたプ
ロファイルに対応するプロファイル番号を受信した場合の処理の手順を示すフローチャー
トである。本実施例においては、図９のＳ１３０３に示すような、画像形成装置１００か
らモード設定とプロファイル番号とを受信したか、若しくは、プロファイル番号のみを受
信したかの判定処理は行なわれない。つまり、常に、受信したモード設定に従って、スキ
ャン実行の指示を外部Ｉ／Ｆ１６０を介して、画像形成装置１００に送信する。
【００４２】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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